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・ 支払いは原則「銀行振込」とし、取組の経費は団体専用口座にて管理して下さい。

・ 原則、相見積書、発注書、納品書、請求書、銀行振込受領書（領収書）が必要です。

（相見積がない場合、詳細を記入した「選定理由書」をご提出下さい。）

費用項目によって、上記以外の書類も必要になります。
「補助金を受け取るにあたって～<帳票類の例>ページ」をご確認下さい。
書類が不足している場合、補助金のお支払いができませんので、必ずご確認下さい。

・ 相見積書⇒見積書⇒発注書⇒納品書⇒請求書⇒領収書の日付順になるよう、
書類を管理して下さい。

書類の日付の有効期間は、交付決定日以降で、申請書に記載した開始予定日から取組
完了日迄です。（見積書に限り交付決定日以前でも可能です）。

・ 申請書に記載された費用項目内であれば、必要に応じて予算の移動は可能です。

・ 団体構成員及び、その家族への支払い（企業・店舗等含む）は補助対象外となります。

・ 原則、個人への支払いは補助対金象外となります。

基 本 ポ イ ン ト



・ 費用の支払いは申請書に記入した「取組終了日」までに完了させて下さい。
取組期間終了後に支払い手続きが発生する可能性がある場合（取組後でないと料金が
確定しないもの等）は、事前に事務局へご連絡下さい。
（※事前連絡があった場合でも、事業期間中に支払いが完了しなかった事に相当の事由
がない場合は補助対象外となります。）

・ 補助対象となるのは申請書に基づいた、取組に必要な経費です。
（※申請書に記載されている場合でも、書類の不備、経費の妥当性が確認できない
場合、取組の対象経費として認められない場合等は補助対象外となります。）

・ 協賛金、参加費で収入がある場合、別途収支一覧の提出が必要です。

・ 予定していた取り組みの中止や変更が必要となった際は、事務局宛迄、速やかな連絡が
必要です。

・ 期限までに実施報告書を含む必要書類が提出されない場合、補助金のお支払いができま
せんので、十分ご注意いただき、運用ルールに従い事業を管理して下さい。

基 本 ポ イ ン ト
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・ 旅費：公共交通機関を利用した際は、最も経済的な経路での費用が対象。
公共交通機関での普通運賃のみが対象となりますが、下記条件を満たす場合の費用
も対象となります。
・新幹線（自由席）： 往復１００ｋｍ以上
・特急列車： 往復１００ｋｍ以上
・高速バス： 往復５０ｋｍ以上

タクシー利用は条件を満たす場合のみ補助対象。
運賃を要する経路が１ｋｍ以上あり、
①公共交通機関がなく、徒歩により移動が困難な場合。
②業務の緊急性や時間的な制約により、タクシー利用以外の公共交通機関に
よる移動では業務に支障をきたす場合。

※団体規程等で移動距離に応じた日当等が認められている場合でも、本事業の
旅費に計上することはできません。

・ 機材借料：レンタカーは団体構成員が「機材運搬」として利用した際のみ補助対象。
（移動目的の為の利用は補助対象外）

・ 消耗品：料理教室・特産品の試作品作成以外の食材は補助対象外。

・ 「参加者名簿」提出必須。

※ 令和元年度公募要領からの改正点 ※補足説明を必ずご確認下さい。

※ご質問・ご不明な点等ある際は、事務局迄お問い合わせ下さい。
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※ 取組実施前の確認

ガイドラインや感染拡大防止対策等については今後の感染状況などにより変更される場合
がありますので、定期的、及び取組実施前に必ず再確認をしてください。

内閣官房 「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧」
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline_20200523.pdf

福島県 「感染拡大防止対策」
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01010a/coronavirus-kinkyuusochi.html

※新型コロナウィルス感染防止対策書に記入した【参照したガイドライン】についても
更新・変更等かないか、再度ご確認ください

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline_20200523.pdf
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01010a/coronavirus-kinkyuusochi.html
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基本ポイント 相見積（ 選定理由書）

発注・契約を行う前に、相見積を取得して下さい。
相見積がない場合、選定理由書が必ず必要です。
※選定理由書を作成した場合でも、経費の妥当性が確認できない、選定理由が不明確な
場合等は補助対象外となります。

「他社より価格が安いため」「安価なため」等
は選定理由になりません。

他社より安い事が確認できる書類＝相見積
の提出が必要となります。

相見積 または 選定理由書

※同日、同条件での見積もり。
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基本ポイント 理由書

提出書類について、内容が不明確な場合、
「理由書」の提出が必要な場合があります。
その場合、詳細が分かるよう「理由書」を
作成して下さい。

例）原則は専用口座からの銀行振込だが、
高額な費用を現金で支払った場合。

基本ポイント 証憑書類

証憑書類の日付の補助対象有効期間は、
「交付決定日以降」で、申請書に記載した
「開始予定日から取組完了日迄」です。
取組完了日迄に支払いを完了させて下さい。

※各書類の発行日付を確認して下さい。
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原則、相見積書、見積書、発注書、納品書、請求書、
銀行振込受領書（領収書）が必要です。

費用項目によっては、別途必要な書類もあります。
「補助金を受け取るにあたって～ <帳票類の例>」
ページを必ずご確認下さい。

日 付 順 に 整 理

見積書に限り、交付決定日以前の日付でも可能。



基本ポイント 証憑書類
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・ 原則、相見積書、見積書、発注書、納品書、請求書、銀行振込受領書（領収書）が必要です。

費用項目によって、上記以外の書類も必要になります。
「補助金を受け取るにあたって～<帳票類の例>ページ」をご確認下さい。

※各書類の発行日付を確認して下さい。

各経費項目毎に「一覧」を作成して下さい。

「内容」欄に使用目的を
必ず明記して下さい。

※相見積（または選定理由書）の提出

証憑書類の日付の補助対象有効期間は、交付決定日以降で、申請書に記載した開始予定日
から取組完了日迄です。取組完了日迄に支払いを完了させて下さい。

※取組期間終了後に支払い手続きが発生する可能性がある場合（取組後でないと料金が確定
しないもの等）は、必ず事前に事務局へご連絡下さい。



基本ポイント 証憑書類 ※各書類の発行日付を確認して下さい。

相見積がなく、選定理由書を作成した場合でも、
選定した業者からの見積書は必要です。
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見積取得日・交付決定日
以降、かつ取組開始日よ
り後の日付か確認

見積書の日付を記載

見積書の金額
と同じか確認

見積書に限り、交付決定日以前の日付でも可能です。

・ 原則、相見積書、発注書、納品書、請求書、銀行振込受領書（領収書）が必要です。

費用項目によって、上記以外の書類も必要になります。
「補助金を受け取るにあたって～<帳票類の例>ページ」をご確認下さい。

見積～請求、支払い迄金額・内容に相違がないか確認して下さい。



基本ポイント 証憑書類
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※各書類の発行日付を確認して下さい。

振込先（支払先）が確認できる
銀行振込受領書（または領収書）

支払日、金額、使用目的を
明記して下さい。

見積～請求、支払い迄金額・内容に相違がないか確認して下さい。

・ 原則、相見積書、見積書、発注書、納品書、請求書、銀行振込受領書（領収書）が必要です。

費用項目によって、上記以外の書類も必要になります。
「補助金を受け取るにあたって～<帳票類の例>ページ」をご確認下さい。



基本ポイント 証憑書類

インターネット上で発注を行う場合で、「見積書」「請求書」等の取得ができない場合、
「料金表」＋「見積書」「請求書」等と同等内容が記載されている「メール」履歴をご提出下さい。
※支払いの事実が確認できる書類（銀行振込受領書（領収書））も必要です。

※見積書や請求書等と同等
内容（詳細・金額）が明記さ
れているメール履歴
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基本ポイント 参加者名簿 参加者名簿は必ず提出して下さい。

催しが複数種類・複数回ある場合には、それぞれ参加者名簿
を作成し、参加者の内訳について記載して下さい。

不特定多数が参加し、費用を計上する材料
等がない場合、氏名の記載は必須ではあり
ませんが、被災地の市町村名と、そのおお
よその参加人数を必ず記載して下さい。

不特定多数が参加する場合でも、費用を計上
する場合には、氏名の記載が必須です。

※〇〇教室等の場合、氏名の記載が必須

参加者の内訳は必ず記載して下さい。



基本ポイント 通帳の写し

残高
振込 ｶ)○○印刷
振込手数料
ATM
ATM

振込 ○○

1,000,00030-6-1
30-6-25
30-6-25
30-6-26
30-7-30
30-8-10
30-9-1

1,000,000
100,000

432
5,000

30,000

150,000
432

1,000,000
900,000
899,568
894,568
864,568

消耗品1,2
謝金1,2,3

印刷製本費 1

最初に交付決定額と同額以上
を口座に入れていただくと整理
しやすいです。

振込を推奨しております。
振込手数料はそのまま明記されます。

現金払いの場合、専用口座より請求金額
と同額以上を引き出して、お支払い下さい。
（※書類審査時に、請求金額と同額以上の引き
落とし履歴があるかを確認します。）

台紙№を記載していただくと、何の費用かが
明確になります。

本事業と関係の無い費用については、
黒く塗りつぶしていただいて構いません。

団体専用口座を必ずご準備下さい。
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通帳の表の写しと、口座の詳細の写しも合わせてご用意下さい。
補助金振り込みの際、不備があった場合に確認が取れます。

請求書を提出する際に、口座名を必ずご確認下さい。
口座名相違の為、振込ができなくなります。
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基本ポイント 通帳の写し



機
材
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基本ポイント 書類の提出

必要書類をまとめた上で期日迄にご提出下さい。
メール提出の場合も、データを整理し、ご提出下さい。

・経費内容毎に金額を集計した「別紙」（コピー）

・「実績報告」（捺印した原本）
取組の様子がわかる写真も併せてご提出下さい。
写真はコピーで構いません。

・項目毎にまとめた経費関連書類（コピー）
（「一覧」＋証憑類を貼り付けした「台紙」）

・団体専用口座の通帳（コピー）

通
帳
写

・参加者名簿（コピー）

別
紙

参
加
者

実
績
報
告

実績報告書＋参加者名簿＋別紙＋経費関連書類
（取組を実施した際の写真も数枚程度併せてご提出下さい。）

※提出期限を過ぎた場合は補助金のお支払いができません。



概算払請求内訳書

取組実施途中での補助金のお支払い
（概算払い）には、
「支払いが完了した経理関連書類」

＋
「概算払い請求内訳書」が必要です。

今回（第２回目）請求する金額

今回（第１回目）請求する金額

前回迄に請求した概算払
い請求額の合計
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複数回「概算払い」請求をする場合、
前回迄に請求した各経理項目の

合計金額を「概算払済額」欄にご記入
下さい。
（※前回の振込が完了していない場合
でも、請求した分の合計金額を記入）



精算払請求内訳書（別紙）

例）補助事業にかかった総支出額314,800円

・補助対象経費：301,000円

・補助対象外経費（お土産代）：13,800円

「補助対象経費」の内訳表なので、
「補助対象外経費」へは記載しない。

別紙へ全て記入

概算払いをした場合、概算払請求をした合計額を記入。

概算払請求をしていない場合は、「うち概算払済額」欄
は空欄のままで提出して下さい。

概算払いした金額も含め、
取組にかかった「補助対象」
経費を全て記入
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実績報告書（様式６）

※書類審査後に記入いただいた補助金充当額の実績額が変更となる場合が
ございますので、補助事業の収支決算ページのみ修正・差し替え可能な
状態（片面印刷）でご提出下さい。
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捺印の上、原本をご提出下さい。



請求書（様式７）
提出いただいた書類の内容を審査し、補助金額を確定します。
補助金額の確定後、「精算（概算払）払請求書（様式７）」を送付します。

口座情報等、必要な個所を記入し、
捺印の上、提出して下さい。
※支払い期日までに日数がない場合等、金額
確定前に必要事項を記入した様式７の提出
を求める場合もあります。

ゆうちょ銀行の場合、通帳の
見開きページ下段に口座情報
が記載されています。
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謝金
・取組に従事することがわかるよう、同内容の日にち・時間・ 場所・内容・会場
を明記した就任依頼書・承諾書を取得して下さい。
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※依頼書・承諾書の日にち・時間・場所・
内容・会場欄は同内容

必ず捺印して下さい。

・承諾書日付は依頼書より後の日付

・外部から招聘した専門家等への謝金が補助対象です。
・団体の規程がある場合は謝金規定をご提出下さい。
（規程がない場合は、算出根拠となる書類、選定理由書、プロフィール等も併せてご提出下さい。）

・依頼書日付は交付決定日以降の日付



謝金

領収書１枚に対して１列使用して下さい。

どのような取組を行ったかがわかるよう
「実施報告書」等の報告書もご提出下さい。

・本人への支払いを明確にするため、領収証等の添付をして下さい。
（※振込受領書で確認できる場合は不要）

20



旅費

21

公共交通機関を利用した際は、最も経済的な経路での費用が対象。

公共交通機関での普通運賃のみが対象となります
が、下記条件を満たす場合の費用も対象となります。

・新幹線（自由席のみ対象）：往復１００ｋｍ以上
・特急列車：往復１００ｋｍ以上
・高速バス：往復５０ｋｍ以上

タクシー利用は、運賃を要する経路が１ｋｍ以上あり、
条件を満たす場合のみ補助対象。
（下記条件を満たすことがわかる「理由書」もご提出
下さい）

条件①
公共交通機関がなく、徒歩による移動が困難な場合。

条件②
業務の緊急性や時間的な制約により、タクシー利用
以外の公共交通機関による移動では業務に支障を
きたす場合。

タクシー利用の条件を満たすことが分かる「理由書」
経路検索画面（どこからどこまでの利用で、移動距離の分かるもの）
領収書を併せてご提出下さい。



・取組に従事したことがわかるよう、出張日、出張者、金額、行き先、利用区間、目的明記して下さい。
・申請書に記載のある団体構成員、講師・専門家以外の旅費は補助対象外です。
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旅費

複数名分の乗車券等を一括購入等した
場合乗車日、利用者が明確にわかるよう
記載。

出張命令・報告書等の報告書もご提出下さい。

※予約等に関する「手数料」は補助金対象外です。

※団体規程等で移動距離に応じた日当等
が認められている場合でも、本事業での
旅費への計上は不可。



団体構成員が「機材運搬」の目的でレンタカーを
利用した際の「高速料金・ガソリン代」を計上する
場合も、経路検索画面をご提出下さい。
（自家用車利用時のガソリン代は補助対象外）

旅費

移動日当日の経路検索画面の写し（金額・
移動距離が明記されているもの）の往復分
を、必ず添付して下さい。

割引制度を利用して購入した場合で、経路検索画面と領収書
の金額が違う場合、「〇〇割引利用」等と台紙、または一覧に
記載し、領収書の金額と経路検索画面の料金が違う理由を明
記して下さい。
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※レンタカーは機材借料で計上があり、団体構成員が「機材運搬」目的として
利用した際のみ補助対象。（駐車場代は補助対象外）



・受領書

講師等が交通費等を立て替えて支払い、その費用
を団体から講師等へ支払う場合、講師等への支払
いが確認できるように、受領書をご提出下さい。（※
振込明細等で支払い先が確認できれば不要）

複数回立替払いをしている場合、一覧にまとめてい
ただいても結構です。

連絡先部分の提出は必要な
いので、削除、または塗り潰
して頂いて構いません。

・宿泊者リスト
複数名の場合は利用者が明確になるように
「宿泊者リスト」を提出して下さい。
（※宿泊者氏名は台紙に直接記入でも可）

※申請書に記載のある団体構成員、講師・専門家
以外の宿泊費は補助対象外。

24

※飲食代は補助対象外。

※不要な宿泊は補助対象外。



会場借料

25

※施設として運営していない「個人宅」等を借用した費用は補助対象外です。

台紙の使用目的欄には「ワークショップ会場、〇〇教
室会場、イベント打合せ」等、会場を使用した目的が
わかるようご記入下さい。

発注書ではなく、詳細が分かる「申込書」でも可能です。

会場によって、仕様書、納品書等がない場合、
公式の料金表など会場の大きさ、利用料金、

及び使用日時等、内容の詳細が確認できるも
のを併せてご提出下さい。



会議費

領収書１枚に対して１列使用して下さい。

会議の際の水・お茶代は会議参加人数分の費用のみです。
会議の議事録もご提出下さい。

レシート等、購入した商品の詳細がわかるもの
を添付して下さい。 26

会議参加人数分が補助対象となります
ので、出席者の記載が必要です。



印刷製本費

27

申請書に記載された取組内容の案内（チラシ・ポスター等）の製作・
印刷にかかる費用が対象です。

請求書や納品書で、内訳の詳細（サイズ・
厚み・部数等）が記載されている場合、
仕様書は不要です。

コピー費用は公式に料金が提示
（1枚10円など）されているコンビニ

エンスストアなどの店舗で行った
ものが補助対象となります。

内容欄に「イベント案内用チラシ」等
使用目的をご記入下さい。

サイズ、単価、枚数の明細も明記

・印刷製本費で作成した成果物のコピーもご提出下さい。
（ポスター等、サイズが大きい場合は縮小コピーやデータ、写真等の提出でも構いません）



広報費
・請求書や納品書で、内訳の詳細が記載されている場合（部数、単価等）、
内訳書や明細書は不要です。

ラジオ等での広報の場合、放送内容が確認
できるスポット一覧も併せてご提出下さい。

見積～請求・支払いで、枚数や単価・
合計金額が同一であるかご確認下さい。

28



通信運搬費 ・送付先が複数の場合は、送付先リストを提出して下さい。
（切手等を複数枚購入した場合、実際に使用した枚数が補助対象）

29

宅配便等の場合は、送付伝票等をご提出下さい。

※事務局への送付費用は補助対象外

何を誰に送付したかわかるよう、台紙の内容欄にご記入下さい。

郵送した際、切手を購入した際の詳細がわかる
領収書をご提出下さい。



機材借料 ※レンタル業者として登録していない個人等から借用した費用は補助対象外です。

納品書等でレンタルした機材の明細が記
載されている場合、仕様書は不要です。

機材運搬目的でのレンタカー利用の場合、領収
書と利用日（期間）、料金、種別等が明記された
明細を併せてご提出下さい。

※レンタカーについては、申請書に記載のある団体構成員が機材運搬目的で
利用する場合のみ補助対象。 30



消耗品費
購入した商品の詳細が分かるレシートをご用意下さい。
（領収書だけでは詳細が分からないため。）

何に使用する為の費用な
のか「内容 使用目的」欄
にご記入下さい。

料理教室で使用する食材を購入した際は、
レシピやメニューも併せてご提出下さい。

取組に必要な消耗品（使い回しの
きかないもの等）が補助対象です。

保存用記録媒体等は補助対象外です。

31

※料理教室・特産品の試作品作成以外の食材は補助対象外です。

料理教室等を実施する際は「食材」「紙皿」等
が補助対象となります。

調理の必要がないインスタント食品、レシピ
に必要がない果物、お茶類、調理済の総菜、
ケーキ、和菓子等は補助対象外です。



消耗品費

32

担当講師等が材料等の消耗品を専門店等で購入する場合、原則購入店舗
で発行された内訳の分かる領収書・レシートが必要です。
参加人数分の材料費が補助対象となります（※参加者名簿の提出も必要）

〇〇教室・講座等で、参加者
が固定の場合、「延べ人数」を
ご記入下さい。

購入した商品をどの講座で使用するの
かが分かるように、台紙または一覧の
「内容 使用目的」欄に明記して下さい。



外注費・委託費 委託・外注する業務の内容がわかるもの（契約書、指示書、仕様書等を
ご提出下さい。
「〇〇費一式」では内容が不明な為、詳細のわかる仕様書等が必要となります。

33

納品書・請求書等で業務内容の詳細が明記されている場合、仕様書の提出は不要です。

外注費、委託費の中に、その他補助対象経費項目に該当する費用が含まれる場合は、
各費用項目に定められている内容の準用となります。



調査費

34

調査の為の費用であることが分かるよう、台紙または一覧の「購入目的」
欄にご記入下さい。

内訳の分かる領収書・レシートが必要です。



保険料 ・加入した保険内容、申込人数、保険対象日付が分かるものをご提出下さい。
・年間契約は補助対象外です。

複数名の申し込みの場合、申込者がわかる参加者名簿をご提出下さい。
（別途、氏名が記載されている取組の参加者名簿等がある場合、代用可能です。）

35



補助員人件費

・雇用契約書を必ず締結して下さい。

・補助員人件費で契約した方への旅費
は補助対象外です。

・業務内容の詳細をご記入下さい。

・団体構成員とその家族への支払いは
補助対象外です。

36

必ず捺印して下さい。



振込手数料

振込手数料」の計上をしていない場合で、
「申請書 １５．補助対象経費の積算内訳
【確認項目１】□以下の経費には振込手数料
が含まれます」にチェック☑があり、その費用
を請求するには、各経費項目に含めて計上
して下さい。

37

内容（支払先）をご記入下さい。

例）印刷製本費の支払いで、振込手数料
を含めた金額で計上する場合

各費用項目の一覧・台紙「内容欄」に内容、
使用目的等と併せて「振込手数料」と明記し、
金額欄に「振込手数料を含めた合計金額」を
ご記入下さい。
（台紙には必ず振込手数料がわかる振込明
細票等を添付）

※振込手数料の計上がなく、申請書にチェックを
入れていない場合は、計上できません。



38

問い合わせ先：株式会社 ジェイアール東日本企画
E-mail : info@sososhien.com
ＴＥＬ ： ０２４－９７３－７４８２ 受付時間/午前１０時～午後１７時（土日祝日を除く平日のみ）


